
北海道告示第 10188 号 

 

令和３年１月 21日付け北海道告示第 10060 号で告示した家畜伝染病まん延防止規則(昭和 50

年北海道規則第 32 号)第２条第１項の規定による家畜等の移動の禁止については、令和３年２月

５日午後 19時 30分をもって解除する。 

 

 

  令和３年２月５日 

 

                                          北海道知事 鈴木 直道    

   

 

 

 

 


